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平成26年4月にスタートしたヘルスアップポイント制度における獲得したポイントの有効期限は獲得年度の翌年度末（平成26年度獲得分

のみ翌々年度末）となっており、平成29年3月31日に制度開始後、初めての期限を迎えました。（図1参照）

付与ポイントおよび利用ポイントの集計は図2のとおりで、付与ポイントは年々少しずつ伸びています。

また、利用ポイントは、ポイントの利用が始まった平成27年度は、ポイントの有効期間をあと1年残している状況でもあり利用数は低く

抑えられましたが、平成28年度末には、平成26年度・27年度に付与した全ポイント数（KENPOS未登録者分も含む）に対して63.9％の

ポイント利用があり、また、KENPOS登録者のみで見た場合の利用率は75.2％とさらに高い数字になっています。

商品分類別の交換実績（図3参照）をみると、最も多いのがヘルスアップポイントからSWANポイントへの交換（SWAN対象者のみ可

能）で、つづいてお米、健康グッズに人気が集まりました。

また、塩野義製薬（株）からの要望で商品に追加したポポンSや「Mother to Mother（寄付）」への交換もあり、事業主とのコラボとし

ても一定の成果を得ることができました。

ヘルスアップポイント制度は、健康診断に基づく健康管理や健康ウォークへの参加などを通じて、みなさまご自身で積極的に健康維

持・増進に取り組んでいただくことを目指して導入した制度で、制度開始から3年が経過しましたが、みなさまが健康活動を通じて獲得

されたヘルスアップポイントは非常に多くの方に有効にご利用いただいていることが確認できました。

ただ、獲得されたポイントのうち36.1％のポイントが期限切れで失効しているという事実もあります。

ヘルスアップポイントから交換できる商品は年々種類も増え魅力も増していますので、これからもより一層健康活動に励んで多くのポ

イントを獲得いただいたうえで、獲得されたポイントを有効にご利用いただければと思います。
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塩野義健康保険組合では、2018年度の健康診断から以下の対応を行います。

胃がんの原因菌であるピロリ菌の保有を確認するために、2018年度からピロリ菌検査を導入します。

ピロリ菌は、胃の粘膜に棲みつき、胃がんや胃潰瘍などの原因となる細菌で、胃がんの人はほとんどの人がピロリ菌に感染していると

もいわれています。

以前は、「胃潰瘍」・「十二指腸潰瘍」・「早期胃がんの治療後」など症状が進んだ状態でなければ保険適用されていなかったピロリ

菌の除菌治療ですが、2013年2月には、ピロリ菌を除菌することにより将来的な胃がん予防につながることが認められ、「ピロリ菌によ

る慢性胃炎」という軽度な症状でも健康保険が適用できるようになりました。

ピロリ菌検査で「陽性」となった場合は、積極的に医療機関を受診し、除菌治療を行うようにしてください。（検査後の治療と費用負

担については、図１を参照してください）

対象者
2018年度：2018年12月末現在で35歳以上の被保険者

2019年度以降：当該年度の12月末現在で35歳の被保険者

検査方法
抗体検査（血液検査）により実施します。

＊血液検体の追加採取はありません。

費用負担
全額健保組合が負担します（図１①）。

＊確定診断を受けるための胃カメラにかかる費用を含み除菌治療にかかる費用（図１②③④）は保険証を使用しての３割自己負担と

なります。

2014年に公表された「胃癌検診ガイドライン2014年度版」に則って、2019年度以降、胃がん検診（一次）の基準を見直します。

対象者
年齢基準を現在の35歳以上（当該年度の12月末現在）から45歳以上に引き上げます。

検査方法
胃バリウムを基本としますが、本人が希望した場合は胃カメラによる検査を可能とします。ただし、以下の場合は、胃カメラを優先

して実施します。

産業医からの指示がある場合（従来からの変更なし）

2018年度以降に実施したピロリ菌検査の結果が「要経過観察」であった場合

費用負担
胃カメラにかかる費用の上限を2万円（文書料別）とし、2万円を超える額は自己負担に変更します。

〔参考〕胃カメラ費用の平均額　14,220円（平成28年度）
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この質問に7割以上の人が「自分は病気じゃないから健康だ」と答える

そうです。

では、病気でなければ健康でしょうか？

「健康」と答えたほとんどの人に、実はもっと高いレベルの健康があり
ます。

真の健康とは「一人ひとりが本来持っている力を最大限に発揮できてい
る状態」のことをいいます。

真の健康とはどんな状態なのか、イメージしてみましょう。

下のチェックリストにいくつ「 」がつきましたか？

いかがですか？

このチェックが多いほど、真の健康、すなわち「コンディションがよい状態にある」といえます。

仕事の集中力も上がるので成果も上がり、残業が減って自分の時間も増えそうですね。余力が増えると仕事のアイデアもどんどん湧い

てきます。

ちょっとしたことでイライラすることも減り、人間関係も円滑になりますよ

おまけに、体重も減るからびっくり

いま、注目されている「時間栄養学」は体内時計を整え、食生活を整えながら日々のコンディションをあげることができるので、「仕

事が忙しくてなかなか運動の時間が取れない」、そんなあなたにオススメです。

体内時計、生活リズムの観点で研究が進んでいる栄養学です。人のからだは、脳の視交叉上核という部分にある「体内時計」の働きに

より、日常は活動状態、夜は休息状態になります。そのため、「食べる時間」や「3食の量の比率」のバランスが、健康面やダイエット

等に大きく影響します。たとえば、日中は代謝が活発であるため、朝食のカロリーは消費されやすいですが、代謝の下がる夜はからだ

にエネルギーをため込みやすく、たくさん食べると肥満につながりやすくなります。従来は「総摂取カロリー」が重視されがちでした

が、時間栄養学の研究が進むにつれて、「何を、どれだけ食べるか」の前に 「いつ食べるか（食べる時間）」が注目されつつありま

す。
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１．対象者 ①被保険者とその被扶養者

②任意継続被保険者とその被扶養者
注）ご家族であっても、被扶養者になられていない方は対象外です。

２．実施方法 【被保険者】

原則、各事業所（診療所内）での接種となりますが、事業所内で接種できない営業所・各国内グル

ープ会社の方や、事業所内で接種ができなかった方は、最寄りの医療機関で接種してください。（

別途事業所健康管理係から連絡された通知内容に従ってください。）

【被扶養者および任意継続被保険者とその被扶養者】

最寄りの医療機関で接種してください。

３．接種期間 平成２９年１０月１日 ～ 平成２９年１２月３１日

ただし、被保険者の各事業所（診療所内）での接種期間は、別途、事業所健康管理係から連絡され

た期間となります。

４．補助額 【被保険者】１回の接種につき全額を補助します。

【被扶養者】１回の接種につき３,０００円まで補助します。

ただし、幼児等、医師の指示で分割接種を要する場合は、2回まで補助を行います。

なお、自治体等の公共機関から助成がある場合は、助成を利用してください。自己負担が発生した
場合は、その金額について補助します。

５．請求方法 【最寄りの医療機関で接種された方】

◆費用は個人で立て替えていただき、接種者ご自身宛の領収書を入手してください。（レシートな
ど宛名のない領収書、塩野義製薬株式会社や各国内グループ会社宛の領収書、計算書は受け付け
できません。）

◆「インフルエンザ予防接種費用請求票＜外部医療機関接種用＞」をダウンロードして必要事項を

記入、領収書を貼付したうえで健康保険組合に送付してください。

◆請求票の送付期限：平成３０年１月３１日（水）までに必着
（旧年度の請求票は受け付けできません。）

６．補助額の
支払方法

補助額は給与に加算して支払います。

任意継続被保険者（その被扶養者を含む）の場合は、登録いただいています被保険者の口座に振り

込みます。

疾病予防対策として、被保険者ならびに被扶養者がインフルエンザ予防ワクチンを接種した場合、その費用を健保組合が負担します。接

種を希望される方は下記の要領で接種してください。
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健康診断の血液検査値をご自身の健康管理の指標として活用しましょう。

①【脂質代謝】LDLコレステロール
解説はこちら

②【糖代謝】HbA1c
解説はこちら

③【血圧】

解説はこちら

血管病の予防、改善への取り組みや課題については、嘱託医　星賀先生のページをご覧ください。

【赤血球系】
解説はこちら

【肝機能】
解説はこちら

【腎機能】尿素窒素・クレアチニン
解説はこちら

＊血液検査の解説資料はKKC提供
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特定健診と
保健指導

特定健診、いわゆる「メタボ健診」が始まったのは、2008年です。心筋梗塞や脳梗塞といった血管

病の予防を目的として、わが国が国策として取り組んでいます。特定健診の結果をもとに、心血管病

のリスクが高い方について、運動や食事といった生活習慣の改善を指導するのが、保健指導です。現

在、対象者には、セイコーエプソン社の活動量計を用いた指導を実施しています。実施対象の約6

0％の方々に参加していただいています。

重症化予防 保健指導は、すでに治療中の方は対象になりません。そこで、当健保では、糖尿病と高血圧で治療

中の方において、重症化を予防する対策を行っています。主治医や産業医と連絡をとりながら、栄養

指導や受診勧奨などでサポートしています。

禁煙 喫煙は、最高のリスク因子です。血管病や癌のみならず、閉塞性肺疾患(COPD)や嚥下性肺炎の原因

です。いま一度、禁煙をお考えください。被保険者の方には、継続して、禁煙治療に補助を行ってい

ます。
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激増する
高齢心不全

わが国の高齢化は世界一です。65歳以上の人口に対する割合（高齢化率）は、昨年10月でわが国は2

7.3％で最も高率です。高齢化率が7％を超えると高齢化社会、14％を超えると高齢社会、21%を超

えると超高齢社会と呼びます。日本は、人類史上初めて超高齢社会を迎えた国ですが、高齢化率の

年次推移を見ると驚くことがわかります。1985年の高齢化率はわずか10%で、30年間で高齢化率は

2.5倍以上も増加しています。ほかには類をみない急速な高齢化です。この急速な変化は、特に循環

器疾患の構造を大きく変えました。循環器病棟の入院患者の平均年齢がどんどん高くなり、その原

因疾患で最も多いのは、心不全による入院です。心不全は、慢性化してあらゆる心臓病の終末像と

とらえることができ、高齢化とともに急増します。疫学研究では、50代における慢性心不全発症頻

度は1％に対し、80歳以上になると10％といわれています。心不全罹患患者は、本邦で推定100万人

とされ、現代は心不全パンデミックの時代と呼ばれています。パンデミックとは、もともと感染症

の流行を示す言葉ですが、現在のわが国の急激な心不全患者数の増加は、まさにパンデミックと呼

んで警鐘が鳴らされているわけです。

心不全の典型的な症状は、体動による息切れで、心不全になると動けなくなります。ますます筋力が

衰え、食欲が損なわれます。筋肉量の低下が生じ、フレイルと呼ばれる虚弱状態になります。特に高

齢者では、栄養不足や嚥下障害が進み誤嚥性肺炎を起こす、という悪循環になります。現在、死因の

２位は心臓病=心不全ですが、実は3位の肺炎の大半が誤嚥性肺炎とされています。このように、高

齢心不全は予後が不良です。

高齢心不全は、1／3の方が退院後1年以内に再入院するとされています。入退院ごとに身体活動度が

低下していきます。治療の主眼は、再入院を防ぐことと、入院中に活動度を落とさないことです。入

院当初から、多くの職種がかかわる心臓リハビリが重要となってきます。再入院予防には、在宅で

のケアが重要ですので、かかりつけ医、在宅医療、介護サービスなど地域包括ケアとの連携が不可

欠になってきます。このように高齢心不全は、現代医療が取り組む最大の課題であり、その医療の

質が大きく問われています。
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平成29年度税制改正により、医療費控除申請の際、従来の医療費などの領収書の添付に代わり、医療費などの明細書の添付に改

められました。

その結果、明細書として健康保険組合が発行する医療費通知が活用できるようになりました。

塩野義健康保険組合では、毎年3月上旬に、前年1月から12月までにかかった医療費について「年間医療費のお知らせ」として発

行していますが、今般の税制改正にともない、以下のとおり変更いたします。

発行時期
確定申告時期に間に合うよう、平成30年2月中旬までに医療費のお知らせを発行します。

受診期間
平成29年1月から11月

事務手続きの都合上、平成29年1月から11月までにかかった医療費について「年間医療費のお知らせ」として発行しますの

で、平成29年12月に受診された医療費の領収書については、各自で大切に保管してください。

1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、70歳以上の人は70歳未満の人より低く設定されていますが、負担能力に応じた負担を求める

観点から、平成29年8月から下記のとおりに引き上げられました。

70歳以上の高額療養費の自己負担限度額（平成29年8月～平成30年7月）

区分
自己負担限度額（月額）

外来（個人ごと） （世帯ごと）

現役並み
（標準報酬月額28万円以上）

44,400円　 　57,600円
80,100円　＋（医療費－267,000円） 　1％
＜44,400円＞

一般
（標準報酬月額26万円以下）

12,000円　 　14,000円
（年間14.4万円上限）

44,400円　 　57,600円
＜44,400円＞

住民税非課税
8,000円

24,600円

住民税非課税（所得が一定以下） 15,000円

＜＞は直近12カ月間に同じ世帯で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の金額です。

入院時の居住費（光熱水費相当額）は、介護保険施設では1日370円負担していることから、65歳以上の医療療養病床への入院患者の居

住費が引き上げられます。なお、平成30年4月からは、医療区分にかかわらず、370円に統一されます（難病患者を除く）。

65歳以上の医療療養病床入院時の居住費（平成29年10月～平成30年3月）
医療区分 負担額（日額）

医療区分 320円　 　370円

医療区分 ・ （医療の必要性の高い人） 0円　 　200円

難病患者 0円
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肝疾患の重症化で肝硬変に。
生命を脅かす合併症も
Ｇさんはお酒を飲むのが大好き。

就職してからほぼ毎日、缶ビール２本と焼酎ロック２～３杯を飲んでお

り、飲み会となれば日本酒も加わって、かなりのお酒を飲んでいまし

た。

30歳ごろから健康診断で肝機能検査の検査値が基準値を超えていまし

たが、自覚症状がないためそのまま放置。

45歳のときだるさや食欲不振、発熱など、かぜに似た症状がつづき、

黄疸のような症状もみられたため病院へ行ったところ、アルコール性肝

硬変が進行していると診断されました。肝硬変のおもな死亡原因となっ

ている食道静脈瘤の合併症もみられたため入院をして治療を行いまし

た。

退院後、禁酒と食事療法でアルコール性肝硬変の悪化を防ぐ生活がはじ

まったＧさん。所属していた企画部の仕事はハードで肝臓に負担がかか

るため、他部署に異動となってしまいました。

お酒を飲まないことが
最良の予防法であり治療法
アルコール性肝障害はお酒が唯一の原因であるため、発症を防ぐために

はお酒を飲まないことがベスト。

それがむずかしい場合は、適量を守って飲むことが大切です。

健康診断で肝機能を調べるＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、 -Ｇ

Ｔの検査数値が悪い人は、アルコール性肝障害が疑われます。そのまま

お酒を飲みつづけているとどんどん進行し、いずれアルコール性肝硬変

になってしまうことに。自覚症状がなくても、すぐに禁酒をして医療機

関も受診しましょう。

アルコール性肝硬変になっても初期は自覚症状がありませんが、そのと

きに禁酒をすれば肝臓機能はある程度までは回復します。

病気は治療が遅れるほどお金と時間がかかり、心身の負担なども大きくなります。

肝機能の異常を放置してアルコール性肝硬変になった場合と、早期に治療した場合ではどれくらい違うのでしょう。
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高血糖は、血糖値が高い糖尿病かその予備群の状態。予備群でも高血糖

がつづけば血液中の過剰な糖によって血管が傷つき、神経や目、腎臓が

障害される合併症や、動脈硬化の進行をまねきます。

高血糖を改善する食事の基本は、血糖値を上げすぎないように「栄養バ

ランスのよい食事」を「適量」「１日３回規則正しく」とること。どれ

も特別なことではありませんが、毎日つづけるとなると簡単ではありま

せん。

そこで、食べテク。血糖値が上がりにくい「低 GI」の食品を活用しま

しょう。GIは食品の血糖値の上昇度合いを示した数値。糖質が多い白

米などは食後血糖値が上がりやすい高GIの食品ですが、低GIの葉野菜

などをプラスすることで血糖値の上昇を抑えることができ、高血糖の改

善に役立ちます。

GIはGlycemic Index（グリセミック・インデックス）の略。
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経常収支が2年連続の黒字に

国内グループ会社の編入に伴う医療費等の保険給付費の増加、高齢者医療等を支援するための納付金が増加しましたが、保険料収入の

増加等により、2年連続で経常黒字となりました。

一般勘定

収入合計 36億9993万1千円

支出合計 33億7215万3千円

収支差引 3億2777万8千円

経常収支 2011万3千円

＊経常収支・・・財政調整事業のための収入支出などを除いた単年度の収支

介護勘定

収入合計 3億0337万3千円

支出合計 2億6821万4千円

収支差引 3515万9千円

積立金等の区分 平成28年度

準備金保有額 571,721千円

　準備金100％超の保有額 285,998千円

別途積立金保有額 589,874千円

積立金保有額
（準備金100％超＋別途積立金）
（最低保有額7億円）

875,872千円
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予算科目 事業名 事業の目的および概要
事業費
（千円）

実施状況・時期

特定健康診査
事業

特定健診
被保険者

（従業員のみ）

【目的】
健診受診により自身の健康状態を把握し、疾
病の早期発見、早期治療につなげてもらう
【概要】
事業主の法定健診と同時に実施

25,787

平成28年度受診率：ほぼ100％

一般健診
（特定健診兼ねる）
被保険者（任継）

被扶養者

【目的】
受診率向上
【概要】
委託業者が提携している全国の医療機関で実
施。また、未受診者に対する受診勧奨（はが
き）の実施

平成28年度受診者：1,408人
平成28年度受診率：約62.2％（前年比 ）

特定保健指導
事業

特定保健指導
【目的】生活習慣病予防のため
【概要】35歳から実施

8,238
平成28年度実施率：56.7％（目標達成）

3年連続者を除いたため、前年の71.7％より大幅ダ
ウン

保健指導
宣伝

機関誌発行・
ホームページ運営

【目的】
加入者への健保情報、健康情報提供
【概要】
けんぽだよりの発行（年２回）
　現役社員：WEBによる閲覧
　契約社員、休職者、任継：自宅へ郵送
ホームページの随時更新

1,286

けんぽだよりの発行（年２回）
Web閲覧率：1,133名・21％
（子会社・契約社員・休職者・任継含む）
ヘルスアップポイント交換者：582名・約11％

育児指導用冊子
【目的】育児関連の情報提供
【概要】「赤ちゃんとママ」誌を送付

664
出産した被保険者、被扶養者への育児指導冊子の配
布（出産後１年間、毎月）168件
(H28.4～H29.3実績）

データヘルス
計画関連

データヘルス計画実施、
データ分析、研究会参加

3,259

【シオノギ健康宣言の具現化】グループ全体で推進

【受診勧奨】

対象者17名のうち15名受診勧奨実施、12名受診（

被保険者：12名のうち11名受診勧奨実施、11名受

診）

【糖尿病重症化予防】

対象者20名のうち9名実施

（被保険者：13名のうち9名実施）

【脳心血管疾患重症化予防】

対象者11名のうち6名実施

（被保険者：7名のうち5名実施）

ヘルスアップ
ポイント制度

健康インセンティブ制度の運用費、制度案内 14,995
ヘルスアップポイント制度の運用システムであるK
ENPOSへの登録率85％（前年シオノギ単体で8
2％）

メンタルヘルス
相談

【目的】
メンタル不調者への早期介入による重症化予
防
【概要】
専門カウンセラーによる相談事業の実施

1,764

平成28年度利用者数：57人、うち被扶養者15人
（述べ利用回数：152件）
家族利用が5人増
家族利用が26％と多いのが塩野義の特徴

疾病予防

成人病・
がん検診

【目的】
がんを含む成人病の早期発見
【概要】
胃がん、大腸がん、腹部エコー、眼底、BN
P、PSA等各種健診の実施

139,557

【平成28年度受診率（従業員被保険者）】
受診率（有所見率）
胃91％(28％)、大腸94％(5％)、腹部99％(61％)、眼
底100％(95％)、BNP100％(4％)、PSA98％(3％)
【平成28年度受診率（従業員被保険者以外）】
胃がん53.3％、腹部エコー78.7％

婦人科健診
【目的】婦人科疾患の早期発見
【概要】乳がん、子宮がん検診を実施

【平成28年度受診率（従業員被保険者）】
受診率（有所見率）81％（19％）
【平成28年度受診率（従業員被保険者以外）】
乳がん80.％、子宮がん72.0％（健診受診者中）

二次検査
費用補助

【目的】
有所見者の二次検査受診を促進
【概要】
３割自己負担分を補助（尿、血圧、血液検
査、胃カメラ、大腸ファイバー）

平成28年度件数：134件

歯科検診
【目的】虫歯、歯周病等の早期発見
【概要】正しい歯みがき方法の指導などを行
う

9,262
事業所集団検診、ネットワーク健診により実施
平成28年度受診者数：42.2％
（事業所健診52.1%）

インフルエンザ
予防接種補助

【目的】季節性疾患の予防のため
【概要】費用の自己負担を一部補助

14,100
【平成28年度接種率】63.1％
従業員被保険者：75.7％
従業員被保険者以外：52.1％

禁煙補助

【目的】
喫煙者の禁煙を支援
【概要】
事業所内禁煙治療費補助、禁煙外来補助等の
実施

43

【喫煙率】16.4％
【平成28年度利用者】
事業所内禁煙治療補助：1名
禁煙外来補助：1名
らくらく禁煙コンテスト補助：1名

体育奨励 健康ウォーク
【目的】生活習慣改善、運動習慣定着
【概要】毎年9月～11月にイベントを実施

9,310 平成28年度参加率：35.1％(1,796名／5,114名）
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No. 年月日 公告事項

11 H29.3.3 平成29年度任意継続被保険者の標準報酬月額について

12 H29.3.23 組合会議員総選挙について

13 H29.3.23 組合会理事・理事長・監事の選挙について

14 H29.3.31 組合会議員総選挙の無投票について

15 H29.4.1 組合会議員当選者について

16 H29.4.1 組合会選定議員の選定について

17 H29.4.1 組合会理事・理事長及び監事の就職について

18 H29.4.1 常務理事の就職について
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